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１１
感感
染染
症症
対対
策策
のの
強強
化化

委
員
会
の
開
催
、
指
針
の
整
備
、
研
修
の
実
施
等
、
訓
練
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
実
施

２２
業業
務務
継継
続続
にに
向向
けけ
たた
取取
組組
のの
強強
化化

感
染
症
や
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
業
務
継
続
に
向
け
た
計
画
等
の
策
定
、
研
修
の
実
施
、
訓
練
（
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
実
施
等
※
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
み
令
和
８
年
度
ま
で
経
過
措
置

３３
認認
知知
症症
へへ
のの
対対
応応
力力
向向
上上
にに
向向
けけ
たた
取取
組組
のの
推推
進進

介
護
に
直
接
携
わ
る
職
員
の
う
ち
、
医
療
・
福
祉
関
係
の
資
格
を
有
さ
な
い
無
資
格
者
に
認
知
症
介
護
基

礎
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

（
無
資
格
者
が
い
な
い
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
入
浴
介
護
を
除
く
）
、
福
祉
用
具
貸
与
、
居
宅
介
護
支
援
を
除
く
）

４４
高高
齢齢
者者
虐虐
待待
防防
止止
のの
推推
進進

委
員
会
の
開
催
、
指
針
の
整
備
、
研
修
の
実
施
、
担
当
者
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け

運
営
規
程
で
「
虐
待
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
」
を
規
定

※
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
み
令
和
８
年
度
ま
で
経
過
措
置

５５
ハハ
ララ
スス
メメ
ンン
トト
対対
策策
のの
強強
化化

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
等
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
事
業
者
の
責
務
を
踏
ま
え
て
対
策
を

強
化事
業
者
が
整
備
す
べ
き
体
制
に
つ
い
て
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
系
）

令
和
３
年
度
介
護
報
酬
改
定
（（
令令
和和
6 年年

4 月月
時時
点点
でで
全全
てて
義義
務務
化化
済済
））

１１
身身
体体
的的
拘拘
束束
のの
適適
正正
化化
のの
推推
進進

①
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
身
体
的
拘
束

等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な

い
理
由
を
記
録

②
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
委
員
会
の
開
催
等
、
指
針
の
整
備
、
研
修
の
定
期
的
な
実
施

※
①
は
全
サ
ー
ビ
ス
共
通
、
令
和
６
年
度
か
ら
義
務
化
済

※
②
は
短
期
入
所
生
活
介
護
・
短
期
入
所
療
養
介
護
の
み
、
令
和
６
年
度
経
過
措
置
、
令
和
７
年
度
か
ら
義
務
化
済

２２
介介
護護
現現
場場
にに
おお
けけ
るる
生生
産産
性性
向向
上上
のの
取取
組組
のの
推推
進進

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る

た
め
の
委
員
会
の
設
置

※
短
期
入
所
生
活
介
護
・
短
期
入
所
療
養
介
護
の
み
、
令
和
８
年
度
ま
で
経
過
措
置
、
令
和
９
年
度
か
ら
義
務
化

３３
運運
営営
規規
程程
のの
概概
要要
等等
にに
つつ
いい
てて
ウウ
ェェ
ブブ
ササ
イイ
トト
へへ
のの
掲掲
載載
をを
義義
務務
付付
けけ

運
営
規
程
の
概
要
等
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
「
書
面
掲
示
」
に
加
え
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
法
人
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
又
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
）
に
掲
載

※
令
和
６
年
度
経
過
措
置
、
令
和
７
年
度
か
ら
義
務
化
済

事
業
者
が
整
備
す
べ
き
体
制
に
つ
い
て
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
系
）

令
和
６
年
度
介
護
報
酬
改
定
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